
大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱 

 

令和２年10月13日 制  定 

令和８年２月20日 最近改定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成18年大阪市規則第７号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、大阪市障がい福祉分野におけるロ

ボット等導入支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付について必要

な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、令和７年度（令和６年度からの繰越分） 障害者総合支

援事業費補助金（追加協議分）交付要綱（令和７年７月24日厚生労働省発障

0724第４号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国交付要綱」という。）及び障

害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業（令和７年２月18日障発0218第

２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)に基づき、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。

以下「法」という。）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び厚生

労働省所管補助金等交付規則（平成12年厚生省労働省令第６号）の規定による

ほか、本交付要綱の定めるところにより、障がい福祉の現場におけるロボット

技術の活用又は見守り機器の導入により、介護業務の負担軽減等を図り、働き

やすい職場環境の整備や安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進す

るため、障がい者支援施設事業者等の介護ロボット等の導入又は見守り機器

の導入に伴う通信環境整備を支援することを目的とする。 

２ 前項に規定する介護ロボット等とは、次の各号の要件を全て満たすものを

いう。 

⑴ 日常生活支援における、「移乗介護」、「移動支援」、「排泄支援」、「見

守り・コミュニケーション」、「入浴支援」のいずれかの場面において使用

され、介護従事者の負担軽減効果があること。 

⑵ ロボット技術（センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによっ

て得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット等）を

活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮すること。 

⑶ 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。 

３ 第１項に規定する見守り機器の導入に伴う通信環境整備とは、次に掲げる

ものをいう。 

⑴  Ｗｉ-Ｆｉ環境を整備するもの（配線工事（Ｗｉ-Ｆｉ環境整備のために

必要な有線ＬＡＮの設備工事も含む。）、モデム・ルーター、アクセスポ

イント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等をいう。） 

 ⑵ 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミ



ュニケーションを図るためのインカム（デジタル簡易無線登録型等のＷｉ-

Ｆｉ非対応型のインカムを含む。）を整備するもの 

 ⑶ 見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録にシステム 

連動させるためのもの（見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動

可能なサービスの提供の記録ソフトウェア（既存のサービスの提供の記録

ソフトウェアの改修経費を含む。）、バイタル測定が可能なウェアラブル端

末、見守り機器を用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するための

ゲートウェイ装置等をいう。）を整備するもの 

（補助要件） 

第３条 補助を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たすもので

なければならない。 

⑴ 法人格を有すること。 

⑵ 所在地が大阪市内にあり、かつ、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定

める事業者（以下「対象事業者」という。）であること。 

ア 介護ロボット等の導入を行う者に対する補助 障がい者支援施設事業

者（法第５条第11項に規定する障害者支援施設を行う者をいう。以下この

号において同じ。）、共同生活援助施設事業者（法第５条第１項に規定す

る障害福祉サービス事業を行う者のうち、法第５条第18項に規定する共同

生活援助を行う者をいう。以下この号において同じ。）、居宅介護事業者

（法第５条第２項に規定する居宅介護を行う者をいう。）、重度訪問介護

事業者（法第５条第３項に規定する重度訪問介護を行う者をいう。）、短

期入所事業者（法第５条第８項に規定する短期入所を行う者をいう。）、

重度障がい者等包括支援事業者（法第５条第９項に規定する重度障害者等

包括支援を行う者をいう。）又は障がい児入所施設事業者（児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第42条に規定する障害児入所施設において同法第24

条の２に規定する障害児入所支援を行う者をいう。） 

イ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行う者に対する補助 障がい

者支援施設事業者又は共同生活援助施設事業者 

（補助の対象及び補助額） 

第４条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める対象経費（以下「対象経費」という。）に限る。 

⑴ 介護ロボット等の導入を行う者に対する補助 障がい福祉分野のロボッ

ト等導入支援事業の実施に必要な備品購入費（ロボット等の購入費用に限

る。）、使用料及び賃借料（ロボット等の使用に要する費用に限り、当該年度

末までの費用を限度額とする。）並びに役務費（ロボット等の初期設定に要

する費用に限る。） 

⑵ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行う者に対する補助 見守り機

器及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備に必要な工事費、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費。 

２ 市長は、予算の範囲内で、市基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他



の収入額（社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。）を控除した額と比

較して少ない方の額に４分の３を乗じて得た額を限度として補助することが

できる。 

３ 介護ロボット等の導入を行う者に対する補助に係る前項の市基準額は、国

交付要綱に基づき厚生労働大臣が必要と認めた額とする。ただし、１機器当た

りの対象経費は、10万円以上30万円以下（「移乗介護」又は「入浴支援」の場

面において使用する介護ロボット等を導入するときにあっては、１機器当た

りの対象経費は、100万円以下）とし、すべての機器の合計額の限度額は、障

がい者支援施設においては210万円、共同生活援助施設においては150万円、そ

の他事業所においては120万円とする。購入を原則とするが、リース又はレン

タルの場合は年度末までのリース又はレンタル料を限度とする。 

４ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行う者に対する補助に係る第２項

の市基準額は、１施設又は事業所当たり1,000万円とする。 

５ １施設又は事業所当たりの補助上限額は、第２項の市基準額とする。なお、

障がい者支援施設事業者等が１施設又は事業所において、施設障がい福祉サ

ービス事業、障がい福祉サービス事業又は障がい児入所支援の指定を複数受

けている場合であっても、１施設又は事業所として補助上限額を適用するも

のとする。 

６ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす

る。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市障がい福祉分野における

ロボット等導入支援事業補助金交付申請書（様式第１号）（以下「申請書」と

いう。）に規則第４条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 所要見込額調書（様式第２号

－１・第２号－２） 

⑵ 障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 所要見込額内訳書（様式第２

号－３） 

⑶ 収支予算書（様式第３号） 

⑷ 障がい福祉分野における介護ロボット等導入経費に係る見積書（内訳書）

(2者以上)の写し（徴した全ての見積書を提出すること。） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

３ 前項第１号に掲げる障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 所要見込

額調書に記載する介護ロボット等の選定においては、次の各号に掲げる要件を

満たさなければならない。 

⑴ 導入する介護ロボット等は、電気用品安全法（ＰＳＥ）認証、Ｓマーク、

電磁両立性（ＥＭＣ）試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、

利用上の安全性が十分に確保されていること。 



⑵ 介護ロボット等の導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有

効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分な

フォローアップ体制がとられていること。 

⑶ 介護ロボット等の導入に際してはサービス利用者等に対して介護ロボッ

ト等を活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を

得た上で実施すること。 

４ 第２項に定めるもののほか、申請日までに対象経費を支出（購入又はリース）

している場合は、支出内容等がわかる書類（領収書等）の写しを添付しなけれ

ばならない。 

（交付決定） 

第６条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審

査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正で

あるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の

決定をしたときは、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補

助金交付決定通知書（様式第４号）により補助金の交付の申請を行った者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めた

ときは、理由を付して大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事

業補助金不交付決定通知書（様式第５号）により補助金の交付の申請を行った

者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補

助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第７条 規則第６条第３項の必要な条件は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに 

事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及び

その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を

経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

⑵ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了

後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な

運用を図らなければならない。 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付の申請を行った者は、第６条第１項の規定による通知を

受領した場合において、当該通知の内容又は規則第７条第１項の規定により

これに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市

障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付申請取下書（様

式第６号）により申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌



日から起算して10日以内とする。 

（補助金の請求及び交付） 

第９条 補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則（昭和39年大阪市規

則第14号）の定めるところによるものとする。 

（交付の時期等） 

第10条 市長は、補助事業の完了後、第16条の規定による補助金の額の確定を経

た後に、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）から

請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしよ

うとするときは、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助

金変更承認申請書（様式第７号）を、補助事業の中止又は廃止をしようとする

ときは、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金補助事

業中止・廃止承認申請書（様式第８号）を市長に対し提出し、承認を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の軽微な変更は、補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微

な内容の変更に限ることとする。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更に

より特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取

り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができ

る。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市障がい福祉

分野におけるロボット等導入支援事業補助金事情変更による交付決定取消

し・変更通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった

次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。 

⑴ 補助事業に係る残務処理に要する経費 

⑵ 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支

払に要する経費 

４ 第５条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準 

  用する。 

（補助事業等の適正な遂行） 

第13条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

（立入検査等） 

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、

補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該

補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に対して質問させることができる。 

（実績報告） 



第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を

受けたときは、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金

実績報告書（様式第10号－１）に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 実績報告書（様式10号－２） 

⑵ 障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 経費報告書（様式10号－３） 

⑶ 介護ロボット等導入経費収支決算書又は決算見込書 

⑷ 請求書、領収書又は振込金受取書の写し及び納品書 

⑸ その他市長が認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第16条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報

告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市障がい福祉

分野におけるロボット等導入支援事業補助金額確定通知書（様式第11号）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

（支払報告） 

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後30日以内に当該補助事業に

要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて大阪市障

がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金支払報告書（様式第12

号）を市長に提出しなければならない。 

（介護ロボット等使用状況の報告） 

第18条 補助事業者は、客観的かつ定量的な指標に基づいて介護ロボット等の

導入又は見守り機器の導入に伴う通信環境整備の前後の比較を行い、生産性

向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について、障がい福

祉分野のロボット等導入支援事業報告書（様式第13号）により本市が別に定め

る期日までに報告しなければならない。 

（決定の取消し） 

第19条 規則第17条第３項の規定による通知においては、市長は、大阪市障がい

福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付決定取消書（様式第14号）

により補助事業者に通知するものとする。 

（関係書類の整備） 

第20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等

を常に整備し、第16条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

（仕入控除税額の報告） 

第21条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税（以下「消費税

等」という。）の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が

確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第15

号）により速やかに市長に報告しなければならない。補助事業者が全国的に事



業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税等

の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税等の申告を行っている場

合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税

額の全部又は一部を納付させることがある。 

（その他） 

第22条 この要綱に定めのない事項については、福祉局長が定める。 

  附 則 

この要綱は、令和２年 10 月 13 日から施行し、令和２年４月 1 日から適用す

る。 

  附 則 

この要綱は、令和５年２月 14日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年８月 15日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年 11月６日から施行し、令和６年４月１日から適用する 

附 則 

この要綱は、令和８年２月 20日から施行し、令和７年４月１日から適用する 

 



〔様式第１号〕 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長 

 

所   在   地 

法   人   名 

法人代表者名 

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

交付申請書 

 

 

標題の補助金について交付を受けたいので、大阪市障がい福祉分野におけるロボット

等導入支援事業補助金交付要綱第５条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとお

り申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 申請額       金          円 

 

 

２ 施設の名称及び所在地 

 

  

３ 施設(事業)の種類 

 

 

４ 添付書類 

 (1) 障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 所要見込額調書（様式第２号－１・第２号－２） 

 (2) 障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 所要見込額内訳書（様式第２号－３） 

(3) 収支予算書(様式第３号) 

  (4) 障がい福祉分野における介護ロボット等導入経費に係る見積書（写し）  

(5)  その他市長が必要と認める書類 

 



[様式第2号-1]

法人名：

施設・事業所種別：

施設・事業所名：

１　経費所要額調書

（単位：円）

導入機器名
介護ロボット等の種別

（Ａ）

１台当たりの
機器購入価格

（Ｂ）

導入台数
（Ｃ）

初期設定に要する費用
（Ｄ）

１台あたりの導入経費
（Ｅ＝Ｂ＋Ｄ／Ｃ）

１台当たりの上限額
（30万円又は100万円以内）

（Ｆ）

１台当たりの金額の選定額
（ＥとＦを比較し少ない方）

（Ｇ）

所要額
（Ｈ＝Ｃ×Ｇ）

0 0

0 0

0 0

計 0

0

0

通信環境整備に係る費用
（K)

補助基準額
（10,000万円）

（L）
導入機器名

計

　見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費分（障害者支援施設、グループホームのみ対象）

補助対象額
（Ｈの合計額とＩを比較し少ない方）（Ｊ）

施設・事業所別の補助上限額（Ｉ）
（障がい者支援施設：210万円

グループホーム：150万円
その他事業所：120万円）

障がい福祉分野のロボット等導入支援事業　所要見込額調書

補助対象額
（Mの合計額とLを比較し少ない方）（N）

補助額
（P＝O×３／４）

0

0

＜施設・事業所単位＞
対象経費の支出予定額（M）

0

0

補助対象額合計
（O＝J＋N）

0



（様式第２号－２）

※導入機器ごとの効果や目的等を把握するため、導入機器ごとにそれぞれ作成をしてください。（一体的に利用している機器を除く）

【基本情報】

（補助実績）

【申請に当たっての確認事項】 ※４つの事項について記載内容を確認し、チェックすること。

 導入経費の算定に当たっては、複数の業者から見積書を徴している。

 大阪市からの求めがあった場合は、ロボット等導入の効果分析や事例の公表等に対応する。

 「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定しているか、あるいは交付申請後おおむね３ヶ月以内に取得見込みである。

事業計画

（１）主な導入機器内容（種別・機器名等）

機器の種別： 　　　移乗介護 排泄支援 入浴支援

　　　移動支援 見守り・コミュニケーション

　　  機器名：

機器の特徴：

（２）機器を導入することにしたきっかけ及び目的（複数回答可）

（３）事業所が抱える課題

（４）ロボット機器等を導入する業務内容（概要） 

（※その他を選択した場合に記入　　　　） （※その他を選択した場合に記入　　　　）

職員数（常勤換算数） 【「全職員の月間勤務時間数」／「常勤職員の月間勤務時間数」にて算出（産休・育休、休職は除く）】

参考情報：令和元年度から令和５年度に係るロボット等導入支援事業補助実績（複数回補助を受けている場合、補助年度は直近を選択）

（補助年度）

 ロボット等導入によって得られた生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減により超過勤務手当等の経費に金銭的剰余が出た場合には、

 当該費用を利用者が受ける障がい福祉サービスの質の向上や職員の賃金改善に資する取組に適切に使用するとともに、その旨を職員等に周知する。

きっかけ 目的

障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 所要見込額調書

フリガナ

法人名

フリガナ

事業所名

施設・事業所種別（指定を複数受けている場合は、補助上限額を適用する施設・事業所を選択）

１ 理事⾧等、法人幹部からの提案

２ 施設⾧・管理者等、管理職からの提案

３ 介護職等、現場職員からの提案

４ 導入に対する補助があるため

５ 機器メーカーからの営業・提案

６ 他の施設・事業所らの推薦・口コミ

７ その他

１ ケアの質の向上

２ 職員の精神的・肉体的負担軽減
３ 業務の効率化

５ 職員の確保・離職防止・定着に資する取組の推進
６ ヒヤリハット・介護事故の防止
７ その他４ 会議や他職種連携におけるロボットの活用

（利用者の自立支援、社会参加・コミュニケーション機会の増加に向けたケアの実施、根拠に基づいた支援の実施等）



（５）ロボット機器等導入前の定量的指標及びロボット機器等導入により想定される定量的指標

 ① 前記（４）に係る現在（ロボット機器等導入前）の業務時間内訳

B.ひと月当たり
１　移動・移乗・体位変換 0 人時間 #DIV/0!

２　排泄介助・支援 0 人時間 #DIV/0!

３　生活自立支援（※1） 0 人時間 #DIV/0!

４　行動上の問題への対応（※2） 0 人時間 #DIV/0!

５　その他の直接介護 0 人時間 #DIV/0!

６　巡回・移動 0 人時間 #DIV/0!
７　記録・文書作成・連絡調整等（※3） 0 人時間 #DIV/0!

８　見守り機器の使用・確認 0 人時間 #DIV/0!

９　その他の間接業務 0 人時間 #DIV/0!

0 件 0 分 0 人時間 #DIV/0!

 ② ロボット機器等導入後の前記（４）に係る想定業務時間内訳

B.ひと月当たり
１　移動・移乗・体位変換 0 人時間 #DIV/0!

２　排泄介助・支援 0 人時間 #DIV/0!

３　生活自立支援（※1） 0 人時間 #DIV/0!

４　行動上の問題への対応（※2） 0 人時間 #DIV/0!

５　その他の直接介護 0 人時間 #DIV/0!

６　巡回・移動 0 人時間 #DIV/0!
７　記録・文書作成・連絡調整等（※3） 0 人時間 #DIV/0!

８　見守り機器の使用・確認 0 人時間 #DIV/0!

９　その他の間接業務 0 人時間 #DIV/0!

0 件 0 分 0 人時間 #DIV/0!

 年間業務時間数想定削減率（％）
#DIV/0!

（６）想定削減率が20％を超える場合は、その要因について記載すること。

間接業務

0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

直接介護

0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

１人あたり

業務時間C.年間発生件数（B×12）

間接業務

0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

業務内容 A.業務従事者数
発生件数 D. 1件当たりの

平均処理時間

人時間

E（A×C×D）

１人あたり

業務時間

（C×D／A）C.年間発生件数（B×12）

直接介護

0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

業務内容 A.業務従事者数
発生件数

D. 1件当たりの

平均処理時間

（分）

人時間

E（A×C×D）

※1 入眠起床支援、利用者とのコミュニケーション、訴えの把握、日常生活の支援

※2 徘徊、不潔行為、昼夜逆転等に対する対応等

※3 利用者に関する記録等の作成、勤務票等の作成、申し送り、文書検索等



（様式第２号-３）

【基本情報】
法人名

事業所名

職員数（実数）

施設利用者数

No.
1 台
2 台
3 台
4 台
5 台

（２）見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費（障害者支援施設、グループホームのみ）

費用合計

※ 本内訳書の資料として、複数の業者から徴した見積書の写し（PDFファイルに限る。）を添付すること。

障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 所要見込額内訳書

人
人

実支出（予定）額： -                                            円

0

機器導入費用（合計） 初期設定に要する費用（合計） 値引額（合計）

-                         -                                  

導入内容 数量 単価 機器導入費用 初期設定に要する費用

0
0
0
0

合計 -                       -                       

備考
（特別な事情等があれば記載）

通信環境整備費用（合計）

-                         

積算内訳

※機器の導入経費（購入費用及び初期設定費用）と認められない経費は対象外とする。

【対象外となる経費の例】

・Wi-Fi工事等通信環境整備に要する経費

・機器の配送料

・PC、タブレット及びその付属品

・工事費（設置費は可能）
※見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費（障害者支援施設、グループホームのみ）は補助対象とする。



〔様式第３号〕

１収入の部 (単位：円）

金額 備考（内訳）

２支出の部

金額 備考（内訳）※

※　購入又はリースの内訳（単価×台数など）を記載すること。

合計

介護ロボット品名等

計

収支予算書

科目

補助金

法人自己負担



〔様式第４号〕 

  第      号 

令和 年 月 日 

 

様 

 

大阪市長  

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

交付決定通知書 

 

令和  年  月  日付けで申請のありました標題の補助金については、

次のとおり交付することを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付額   金          円 

 

２ 補助金交付の条件 

(1)補助金交付対象事業（以下「補助事業」という。）の内容、経費の配分又は

執行計画の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）をする場合には、市長

の承認を受けるべきこと。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこ 

と。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

(4) 市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、報告を求め、又は

本市職員に事業所、事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すべき

こと。 

(5) 事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならないこと。 

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部、又は一部を本市に納付させることがある。 

(7) 市長は、申請者が補助事業を遂行することができないことにより、当該

年度以前に補助事業が一部完了し補助金が交付済みのものも含め、補助金の

交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に



関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求

めるものとする 

(8) その他、大阪市補助金等交付規則（以下「規則」という。）及び大阪市障 

がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱の規定を遵

守すべきこと。 

(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに

事業により取得し、又は効用の増加した価格が 30 万円以上の機械、器具及

びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 14 条第１項第２号の規定により厚

生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの

補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

又は廃棄してはならないこと。 

(10) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的

な運用を図らなければならないこと。 

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競

争入札に付するなど、本市契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

３ その他 

(1) 規則第 11条の規定により、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書

類、帳簿等を常に整備し、補助金の額の確定通知書を受けた日から５年間保

存すること。 

   本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知

を受け取った日の翌日から起算して 10日以内に申請の取下げをすることが

できる。 



〔様式第５号〕 

  第      号 

令和 年 月 日 

 

様 

 

大阪市長           

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

不交付決定通知書 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のありました、標題の補助金については、

次の理由により交付しないこととしたので、大阪市障がい福祉分野におけるロ

ボット等導入支援事業補助金交付要綱第６条第２項により通知します。 

 

記 

 

１ 交付しない理由 

 



〔様式第６号〕 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長  

 

所  在  地 

法  人  名 

法人代表者名 

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

交付申請取下書 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号にて通知のありました大阪市

障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金の交付決定については、

大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱第８条

第１項の規定により、次のとおり申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日   令和  年  月  日 

 

２ 取下げの理由 

 



〔様式第 7号〕 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長  

 

所  在  地 

法  人  名 

法人代表者名 

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

変更承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号にて補助金の交付決定を受け

た補助事業について、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業

補助金交付要綱第 11条第１項の規定により、次のとおり変更の承認を申請しま

す。 

 

記 

 

１ 変更する内容及びその理由 

 



 〔様式第８号〕 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長 

 

所  在  地 

法  人  名 

法人代表者名 

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

補助事業中止・廃止承認申請書 

 

 

令和 年 月 日付け第   号にて補助金の交付決定を受けた補助事業に

ついて、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要

綱第11条第１項の規定により、次のとおり中止・廃止の承認を申請します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間） 



〔様式第９号〕 

  第      号 

令和 年 月 日 

 

様 

 

大阪市長  

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

事情変更による交付決定取消し・変更通知書 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号にて交付決定しました標題の補

助金については、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交

付要綱第 12 条第２項の規定により、次のとおり取消し・変更することを決定しま

したので通知します。 

 

記 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

 

 

２ 取消し・変更の理由 

 



 〔様式第10号－１〕 

令和  年  月  日 

大 阪 市 長 

 

所 在 地 

法  人   名 

法人代表者名 

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

実績報告書 

 

 

令和  年  月  日付け  第   号にて補助金の交付決定を受けま

した補助事業について、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事

業補助金交付要綱第15条第１項の規定により、次のとおりその実績を報告しま

す。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の予定額   金          円 

 

２ 施設の名称及び所在地 

 

３ 施設（事業）の種類 

 

４ 添付書類 

(1)障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 実績報告書（様式10号－２） 

(2)障がい福祉分野のロボット等導入支援事業 経費報告書（様式10号－３） 

(3)介護ロボット等導入経費収支決算書又は決算見込書 

(4)請求書、領収書又は振込金受取書の写し及び納品書 

(5)その他市長が認める書類 



（様式10号－２）

【基本情報】

【報告に当たっての確認事項】　※記載内容を確認し、チェックすること。

　導入経費の算定に当たっては、複数の業者から見積書を徴した。

　「福祉・介護職員処遇改善加算」を算定した。

１．経費実績
（１）国庫補助対象経費の実支出額 円

　　　※実際に要した費用の総額を記載

（２）国庫補助基本額 円

　　　※施設・事業所別の補助上限額（障がい者支援施設：210万円、グループホーム：150万円、その他事業所：120万円）以下の場合は、１－（１）の金額を記入

（３）国庫補助所要額　 円

　　　※(2)×3/4にて算出（千円未満切捨）】

（４）主な導入機器内容（種別・機器名等）

　　　　　　　 機器の種別： 移乗介護 排泄支援 入浴支援

移動支援 見守り・コミュニケーション

　　　　　　　　　　機器名：

　　　　　 　　機器の特徴：

（５）見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費（障害者支援施設、グループホームのみ）
円

２．事業実績
（１）機器を導入して感じた課題及び効果（複数回答可）

（２）事業所が抱える課題

（３）ロボット機器等を導入した業務内容（概要）　

　ロボット等導入によって得られた生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減により超過勤務手当等の経費に金銭的剰余が出た場合
には、当該費用を利用者が受ける障がい福祉サービスの質の向上や職員の賃金改善に資する取組に適切に使用するとともに、その旨を職員等に
周知した。

-                                                              

課題 効果

（※その他を選択した場合に記入　　　　）

（※その他を選択した場合に記入　　　　）

職員数（常勤換算数）　【「従事者１ヶ月の勤務延時間」／「事業所等が定めている、常勤の従事者が勤務すべき１週間の時間数　×　４（週）」にて算出（産休・育休、休職は除く）】

参考情報：ロボット等導入支援事業補助実績（複数回補助を受けている場合、補助年度は直近を選択）

（補助実績） （補助年度）

障がい福祉分野のロボット等導入支援事業　実績報告書

フリガナ

法人名

フリガナ

事業所名

施設・事業所種別（指定を複数受けている場合は、補助上限額を適用する施設・事業所を選択）

１ 導入費用が高額である

３ 機器が現場のニーズにあっていない

４ 利用者・職員の安全面に不安がある

２ 機器に関する情報が少ない

５ 設置場所や準備・点検等、維持管理が大変

６ 使い方の周知や教育・研修等の業務改革の必要性がある

１０ その他

１ ケアの質の向上

２ 職員の精神的・肉体的負担軽減

３ 業務の効率化

５ 職員の確保・離職防止・定着に資する取組の推進

６ ヒヤリハット・介護事故の防止

７ その他４ 会議や他職種連携におけるロボットの活用

（利用者の自立支援、社会参加・コミュニケーション機会の増加に向けたケアの実施、根拠に基づいた支援の実施等）

９ 導入・活用する事に利用者・職員に抵抗感があった

７ 法人または施設・事業所としての具体的な方針が足りない

８ 機器を活用するための人員体制が足りない



（様式10号－３）

【基本情報】

法人名

事業所名

職員数（実数）

施設利用者数

No.

1 台

2 台

3 台

4 台

5 台

※ 本内訳書の資料として、納品書及び領収書の写し（PDFファイルに限る。）を添付すること。

合計 -                      -                      

備考
（特別な事情等があれば記載）

0

0

0

0

0

機器導入費用（合計） 初期設定に要する費用（合計） 値引額（合計）

-                        -                                

導入内容 数量 単価 機器導入費用 初期設定に要する費用

障がい福祉分野のロボット等導入支援事業　経費報告書

自治体名 大阪市

人

人

実支出額： -                                         円

機器の導入経費（購入費用及び初期設定費用）と認められない経費は対象外とする。

【対象外となる経費の例】

・Wi-Fi工事等通信環境整備に要する経費

・機器の配送料

・PC、タブレット及びその付属品

・工事費（設置費は可能）

※見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費（障害者支援施設、グループホームのみ）は補助対象



〔様式第 11号〕 

  第      号 

令和 年 月 日 

 

様 

 

大阪市長  

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金額

確定通知書 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号にて交付決定しました標題の

補助金については、次のとおり補助金額を確定しましたので、大阪市障がい福祉

分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱第 16条の規定により通知

します。 

 

記 

 

１ 確定金額   金          円 

 



〔様式第 12号〕 

令和  年  月  日 

大 阪 市 長 

 

所 在 地 

法  人   名 

法人代表者名 

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

支払報告書 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号にて補助金の交付決定を受け

ました補助事業について、当該補助事業に係る支払が完了しましたので、大阪市

障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱第 17条の規定

により、領収書及び振込金受領書の写しを添えて報告をします。 

 



（様式第13号）

※導入機器ごとの効果や目的等を把握するため、導入機器ごとにそれぞれ作成をしてください。（一体的に利用している機器を除く）

自治体名 大阪市

【基本情報】

フリガナ

法人名

フリガナ

事業所名

（１）主な導入機器内容（種別・機器名等）

　機器の種別： 　　移乗介護 排泄支援 入浴支援

　　移動支援 見守り・コミュニケーション

機器名(導入台数）：

（２）ロボット機器等導入前の定量的指標及びロボット機器等導入後の定量的指標

　①　ロボット機器等導入前の業務時間内訳

B.ひと月当たり

１　移動・移乗・体位変換 0 人時間 #DIV/0!

２　排泄介助・支援 0 人時間 #DIV/0!

３　生活自立支援（※1） 0 人時間 #DIV/0!

４　行動上の問題への対応（※2） 0 人時間 #DIV/0!

５　その他の直接介護 0 人時間 #DIV/0!

６　巡回・移動 0 人時間 #DIV/0!

７　記録・文書作成・連絡調整等（※3） 0 人時間 #DIV/0!

８　見守り機器の使用・確認 0 人時間 #DIV/0!

９　その他の間接業務 0 人時間 #DIV/0!

0 件 0 分 0 人時間 #DIV/0!

以下の※１及び※２については、ロボット機器等導入前の実際の業務状況に即した算出をお願いします。

＜※１＞B．ひと月当たり発生件数の算出方法

＜※２＞D．１件当たりの平均処理時間の算出方法

　②　ロボット機器等導入後の業務時間内訳

B.ひと月当たり

１　移動・移乗・体位変換 0 人時間 #DIV/0!

２　排泄介助・支援 0 人時間 #DIV/0!

３　生活自立支援（※1） 0 人時間 #DIV/0!

４　行動上の問題への対応（※2） 0 人時間 #DIV/0!

５　その他の直接介護 0 人時間 #DIV/0!

６　巡回・移動 0 人時間 #DIV/0!

７　記録・文書作成・連絡調整等（※3） 0 人時間 #DIV/0!

８　見守り機器の使用・確認 0 人時間 #DIV/0!

９　その他の間接業務 0 人時間 #DIV/0!

0 件 0 分 0 人時間 #DIV/0!

障がい福祉分野のロボット等導入支援事業報告書

１人あたり

業務時間

（C×D／A）C.年間発生件数（B×12）

施設・事業所種別（指定を複数受けている場合は、補助上限額を適用する施設・事業所を選択）

職員数（常勤換算数）　【「従事者の１ヶ月の勤務時間」／「事業所等が定めている、常勤の従事者が勤務すべき１週間の時間数　×　４（週）」にて算出（産休・育休、休職は除く）】

業務内容 A.業務従事者数
発生件数 D. 1件当たりの

平均処理時間（分）
人時間

E（A×C×D）

直接介護

0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

１人あたり

業務時間

（C×D／A）C.年間発生件数（B×12）

間接業務

0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

業務内容 A.業務従事者数
発生件数 D. 1件当たりの

平均処理時間（分）
人時間

E（A×C×D）

0 件

直接介護

0 件

0 件

0 件

0 件

0 件

間接業務

0 件

0 件

0 件

0 件

※1 入眠起床支援、利用者とのコミュニケーション、訴えの把握、日常生活の支援

※2 徘徊、不潔行為、昼夜逆転等に対する対応等



以下の※３及び※４については、ロボット機器等導入後の実際の業務状況に即した算出をお願いします。

＜※３＞B．ひと月当たり発生件数の算出方法

＜※４＞D．１件当たりの平均処理時間の算出方法

　年間業務時間数想定削減率（％）

#DIV/0!

（３）削減率が20％を超える場合は、その要因について記載すること。

（４）ロボット機器等の導入により得られた効果

（５）今後の課題

（６）気づき等について

（７）費用面での効果（ロボット機器等の導入による費用の縮減の有無を必ず選択すること。）

　　　ロボット機器等の導入による費用の縮減が「有」の場合、以下を回答すること。

（※１）その他職場環境の改善の具体的な内容について記載すること。

（※２）サービスの質の向上に係る取組の具体的な内容について記載すること。

    サービスの質の向上に係る取組への充当（※２）

　ロボット機器等の導入による費用の縮減

　縮減額（円／月）

    職員の賃上げ等への充当

    その他職場環境の改善への充当（※１）



〔様式第 14号〕 

  第      号 

令和 年 月 日 

 

様 

 

大阪市長  

 

 

令和  年度大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金 

交付決定取消書 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号にて交付決定しました補助金につ

いては、大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金交付要綱第 19

条の規定により、次のとおり、取消しすることを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 取消しの内容 

 

 

 

２ 取消しの理由 

 

 



〔様式第 15号〕 

令和  年  月  日 

大 阪 市 長 様 

 

所 在 地 

法  人   名 

法人代表者名 

 

 

令和  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

令和  年  月  日付け 第    号にて補助金の交付決定を受けま

した補助事業について大阪市障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業

補助金交付要綱第 21条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付額 

金            円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税額に係

る仕入控除税額（要補助金返還額） 

金            円 

 

３ 添付書類 

(1) ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し

（確定申告後に修正申告等を行った場合にはその修正申告の写し等） 

(2) ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳等 

(3) その他市長が必要とするもの。 

 

 


